
遊漁規則変更内容 

組合名   宮川漁業協同組合 

漁業権番号 内共第 38号、内共第 41号 

現      行 変   更 変更理由 施行予定 

（漁具・漁法の制限） 

第 3条 遊漁による漁具・漁法は、手釣、竿釣（餌釣、

毛針釣、ルアー釣、友釣り、どぼんこをいう。）に限るも

のとする。 

 

２ 前項に規定する漁具・漁法のうち次の表の左欄に掲

げる漁法は、それぞれ右欄に掲げる期間はこれを行って

はならない。 

漁具・漁法 禁止期間 

どぼんこ 1月 1日から 8月 31日

まで 

あゆ毛針釣    〃   7 月 10

日まで 

 

 

（漁具・漁法の制限） 

第 3条 遊漁による漁具・漁法は、手釣、竿釣（餌釣、

毛針釣、ルアー釣、友釣り、どぼんこをいう。）に限るも

のとする。 

    なお、あゆ漁業について、リールの使用を禁止

する。 

２ 前項に規定する漁具・漁法のうち次の表の左欄に掲

げる漁法は、それぞれ右欄に掲げる期間はこれを行って

はならない。 

漁具・漁法 禁止期間 

どぼんこ 1月 1日から 8月 31日

まで 

あゆ毛針釣    〃   7 月 10

日まで 

 

 

あゆ漁業

に お い

て、リー

ルを用い

たあゆ釣

りと他の

漁法との

トラブル

を未然に

防ぐため 

許可の日 

 


